
令和７年第１０回 桑折町教育委員会定例会 会議録（要約） 
 
１．会議の概要 

開催日時：令和７年９月２６日（金） 午後 1 時３０分開会 午後３時１０分閉会 
場  所：桑折町役場 中会議室 
出 席 者：教育長 佐藤浩哉、教育委員 4 名（柴田宣広、鈴木キヨ子、小野紀章、長谷富子） 

欠 席 者：なし 
事務局等出席者：教育文化課長 八巻靖之、副参事 佐藤克彦 

書 記：主任主査兼こども教育係長 菅野健二 
傍聴人：なし 

 
２．教育長あいさつ 

鈴木キヨ子委員の再任について報告（9 月議会で認められ、新たに 4 年間）。連 P 球技大会の報
告と翌日の小学校陸上競技大会について、熱中症にも注意が必要であり、子どもたちの良い思い出
になれば、委員へ都合がつく場合には参加を依頼。本日の議事は、報告３件、議事２件と説明。 

 
３．会議非公開の決定 

報告⑶および議案第 20 号について、教育長から「個人情報に関わる内容のため、非公開で審議
したい」との発言があり、委員に諮ったところ全員異議なく非公開とすることが決定された。 

 
４．報告事項 

(1)  教育行政報告 

八巻教育文化課長から教育行政全般について報告が行われ、これに対する質疑はなかった。 
 

(2)  令和 7 年第 5 回桑折町議会定例会報告 
八巻教育文化課長から「令和 7 年第 5 回桑折町議会定例会」の内容について報告があり、質疑

応答が行われた。 
 
長谷委員：「読書活動推進計画の公表と進捗について」で教育長が「現状に即さない部分もあ

る」と回答した意味について質問。 

教育長：保育所がなくなっているのに、こども園という表記になっている、司書の数が現状と
違うなど、前に決めたものが現状と合わなくなっている。今年度中に策定する予定と回
答。 

小野委員：醸芳保育所の解体工事が始まり駐車場が狭くなっているが、子どもの送迎に支障は
ないか質問。 

教育文化課長：醸芳保育所が、こおり青空こども園に移行し、幼稚園だけになったため朝の送
迎は少なくなり、駐車場がいっぱいになる状況ではないと回答。 

柴田委員：児童館管理費運営費の会計年度任用職員の報酬について、誰の分なのか確認。 

教育文化課長：児童館長の分である旨回答。 
柴田委員：町文化祭の今年の日程について質問。 

教育文化課副参事：11 月 1 日・2 日（土・日）に開催予定と回答。 
柴田委員：桑折西山城の草刈りボランティアについて、今年は草の伸び方が異常で管理が困難

な状況になっていると詳細な意見を述べた。 



鈴木委員：幼稚園給食の提供回数について弁当持参が給食に変わり、回数が増えているのか質
問。 

教育長：そのとおりと回答。 
こども教育係長：幼稚園の給食提供回数増については、認定こども園では平日は給食を提供し

ていることから、現在は、幼稚園でも平日について給食を提供していると補足説明。 
長谷委員：教育支援センターに通う人数について質問。 
教育文化課長：現在は、中学生が５名と回答。 

教育長：８月末で小学校の不登校は２名、中学校が７名、そのうちの５名で、指導されている
方が、一人ひとり丁寧に対応していると補足説明。 

鈴木委員：幼稚園の会計年度任用職員で働いている職員の数について質問。 
教育文化課長：令和 6 年度は会計年度任用職員がフルタイム・パート合わせて 14 名、令和 7

年度は 11 名（正職員は別に 11 名）と回答。 
 

(3)   第 7 回桑折町小・中学校のあり方検討委員会報告（非公開） 
 
５． 議事 

(1) 議案第 19 号 桑折町奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則 

  教育長が、事務局に議案第 19 号の説明を求め、教育文化課長から説明が行われた後、質疑に
移った。 

柴田委員：簡略化の内容について再確認。 
教育文化課長：学校長を経由せず、直接本人に通知できるよう簡素化、在学証明書等で在籍確

認できるよう簡素化（学業成績表の提出不要に）、申請様式に電話番号欄と入学支度金欄
を追加と説明。 

教育長：入学支度金のみの場合もあるのか確認。 

教育文化課長：その場合もあると回答。 
柴田委員：貸与実績について質問。 
教育文化課長：令和 7 年度分は 4 名が貸与を受けており、合計約 400 万円の実績と回答。 

教育長：議案第 19 号、桑折町奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則について、原
案のとおり決定することにご異議ないかを、諮った。 

    （委員全員より「異議なし」の声） 
  教育長：異議なしと認め、原案のとおり決定した。 

 
(2) 議案第 20 号 桑折町教育委員会表彰規程に基づく令和 7 年度被表彰者について（非公開） 

   （非公開で審議し、原案を一部修正し、全会一致で決定） 
 
６．その他 

(1) 次回の定例会開催日程（予定）について 

定例会 １０月２９日（金）午後１時１５分 役場 庁議室 
(2)  今後の日程について 
(3) その他 


